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特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（決算情報の開示） （決算情報の開示） 

第１２７条 上場会社は、事業年度若しくは中間

会計期間又は連結会計期間若しくは中間連結会

計期間に係る決算の内容が定まった場合は、当

該事業年度若しくは中間会計期間又は連結会計

期間若しくは中間連結会計期間の終了後直ちに

その内容を開示しなければならない。 

第１２７条 上場会社は、事業年度若しくは中間

会計期間又は連結会計期間若しくは中間連結会

計期間に係る決算の内容が定まった場合は、施

行規則で定めるところにより、当該事業年度若

しくは中間会計期間又は連結会計期間若しくは

中間連結会計期間の終了後直ちにその内容を開

示しなければならない。 

  

（発行者等のウェブサイト） （発行者等のウェブサイト） 

第２０５条 プログラム上場を行う者、新規上場

申請者及び上場債券の発行者は、新規上場申請

日以降、施行規則で定める事項を当該者の情報

を掲載するウェブサイトに掲載し、無料で投資

者の閲覧に供するよう努めるものとする。 

第２０５条 プログラム上場を行う者、新規上場

申請者及び上場債券の発行者は、新規上場申請

日以降、施行規則で定める事項を当該者の情報

を掲載するウェブサイトに掲載し、無料で投資

者の閲覧に供するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（プログラム上場） （プログラム上場） 

第２０６条 債券の新規上場申請を行おうとする

者は、当該債券が第２１２条各号に掲げる事項

を満たしている場合その他施行規則で定める場

合は、プログラム上場を行うことができる。こ

の場合において、同条第１号中「債券又は債券

に係るプログラム情報」とあるのは「債券に係

るプログラム情報」と、同条第２号中「当該債

券を引き受ける主幹事証券会社（金融商品取引

業等に関する内閣府令（平成１９年内閣府令第

５２号）第１４７条第３号に定める主幹事会社

に相当する者をいう。）」とあるのは「元引受

契約を締結する予定の金融商品取引業者のうち

主たるものとしてプログラム情報にその名称を

記載された者」と、それぞれ読み替える。 

第２０６条 債券の新規上場申請を行おうとする

者は、当該債券が第２１２条各号に掲げる事項

を満たしている場合その他施行規則で定める場

合は、プログラム上場を行うことができる。こ

の場合において、同条第１号中「当該債券又は

当該債券に係るプログラム情報」とあるのは「当

該債券に係るプログラム情報」と、同条第２号

中「当該債券を引き受ける主幹事証券会社（金

融商品取引業等に関する内閣府令（平成１９年

内閣府令第５２号）第１４７条第３号に定める

主幹事会社に相当する者をいう。）」とあるの

は「元引受契約を締結する予定の金融商品取引

業者のうち主たるものとしてプログラム情報に

その名称を記載された者」と、それぞれ読み替
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える。 

２～８ （略） ２～８ （略） 

  

（ディスクロージャー） （ディスクロージャー） 

第２１４条 （略） 第２１４条 （略） 

２ （略） ２（略） 

３ 上場債券の発行者等は、前項の規定により当

該上場債券の発行者等のウェブサイトにおいて

情報の開示を行った場合には、当該開示後、速

やかに当取引所に当該情報に係る書類を提出し

なければならない。 

３ 当取引所は、上場債券の発行者等が前項の規

定により当該上場債券の発行者等のウェブサイ

トにおいて情報の開示を行った場合には、当該

開示後、速やかに当取引所のウェブサイトに当

該情報を掲載するものとする。 

４ 当取引所は、前項に規定する書類の提出を受

けた場合には、速やかに、当取引所のウェブサ

イトに当該情報を掲載するものとする。 

（新設） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年５月２０日から施

行する。 
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特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（発行者情報） （発行者情報） 

第１１６条 （略） 第１１６条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 特例第１２８条第１項及び第２項に規定する

公表の方法並びに証券情報等内閣府令第７条第

１項第１号、第９条第１号及び第１１条第１号

に規定する特定取引所規則において定める公表

の方法とは、第１０４条第１項に定める方法と

する。この場合において、上場会社は、特例第

１２８条第１項又は第２項の規定により第１０

４条第１項第２号の方法による公表をしたとき

は、速やかに、当該公表された書類を当取引所

に提出しなければならない。 

４ 特例第１２８条第１項及び第２項に規定する

公表の方法並びに証券情報等内閣府令第７条第

１項第１号、第９条第１号及び第１１条第１号

に規定する特定取引所規則において定める公表

の方法とは、第１０４条第１項に定める方法と

する。この場合において、当取引所は、上場会

社が特例第１２８条第１項又は第２項の規定に

より第１０４条第１項第２号の方法による公表

をしたときは、速やかに、当該公表された書類

を当取引所のウェブサイトに掲載するものとす

る。 

５ 当取引所は、前項の規定により公表された書

類の提出を受けた場合には、当該公表された書

類を速やかに当取引所のウェブサイトに掲載す

るものとする。 

（新設） 

６ （略） ５ （略） 

  

（上場後の特定証券情報の公表の方法） （上場後の特定証券情報の公表の方法） 

第１１７条 特例第１３０条第１項及び第２項に

規定する施行規則で定める方法は、第１０４条

第１項に定める方法とする。この場合において、

上場会社は、特例第１３０条第１項又は第２項

の規定により第１０４条第１項第２号の方法に

よる公表をしたときは、速やかに、当該公表さ

れた書類を当取引所に提出しなければならな

い。 

第１１７条 特例第１３０条第１項及び第２項に

規定する施行規則で定める方法は、第１０４条

第１項に定める方法とする。この場合において、

当取引所は、上場会社が特例第１３０条第１項

又は第２項の規定により第１０４条第１項第２

号の方法による公表をしたときは、速やかに、

当該公表された書類を当取引所のウェブサイト

に掲載するものとする。 

２ 当取引所は、前項の規定により公表された書

類の提出を受けた場合には、当該公表された書

類を速やかに当取引所のウェブサイトに掲載す

（新設） 
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るものとする。 

  

（発行者等のウェブサイトでの開示内容） （発行者等のウェブサイトでの開示内容） 

第２０１条 特例第２０５条第１項に規定する施

行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる者

の区分に従い、当該各号に定める事項をいう。 

（１） 有価証券報告書の提出義務のない者（第

３号に掲げる者を除く。） 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 格付業者（特例第２１２条第１号に規定

する「格付業者」をいう。以下同じ。）か

ら取得した新規上場申請に係る債券若しく

は上場債券又は当該債券に係るプログラム

情報に係る格付 

ｄ （略） 

（２） 有価証券報告書の提出義務のある者 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 格付業者から取得した新規上場申請に係

る債券若しくは上場債券又は当該債券に係

るプログラム情報に係る格付 

ｄ （略） 

（３） 法第３条各号に規定する有価証券に係

るプログラム上場を行う者、新規上場申請者

及び発行者 

ａ 新規上場申請に係る債券又は上場債券の

発行要項 

ｂ 格付業者から取得した新規上場申請に係

る債券若しくは上場債券又は当該債券に係

るプログラム情報に係る格付 

ｃ （略） 

第２０１条 特例第２０５条第１項に規定する施

行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる者

の区分に従い、当該各号に定める事項をいう。 

（１） 有価証券報告書の提出義務のない者（第

３号に掲げる者を除く。） 

ａ・ｂ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

ｃ （略） 

（２） 有価証券報告書の提出義務のある者 

ａ・ｂ （略） 

（新設） 

 

 

ｃ （略） 

（３） 法第３条各号に規定する有価証券に係

るプログラム上場を行う者、新規上場申請者

及び発行者 

ａ 上場債券の発行要項 

 

（新設） 

 

 

ｂ （略） 

  

（プログラム上場） （プログラム上場） 

第２０２条 特例第２０６条第１項に規定する施

行規則で定める場合とは、債券の上場申請を行

おうとする者が、別記第５号様式の【表紙】に

掲げる事項に関する情報のみを記載した当該債

第２０２条 特例第２０６条第１項に規定する施

行規則で定める場合とは、債券の上場申請を行

おうとする者が、別記第５号様式の【表紙】に

掲げる事項に関する情報のみを記載した当該債
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券に係るプログラム情報を提出する場合であっ

て、当該プログラム情報の提出後、同条第６項

又は特例第２１０条第１項の規定に基づき、次

の各号に掲げる事項に関する情報を公表すると

きとする。 

券に係るプログラム情報を提出する場合であっ

て、当該プログラム情報の提出後、同条第６項

又は特例第２１０条第１項の規定に基づき、次

の各号に掲げる事項に関する情報を公表すると

きとする。 

（１） 格付業者から取得した当該プログラム

情報に係る格付 

（１） 格付業者（特例第２１２条第１号に規

定する「格付業者」をいう。）から取得した

当該プログラム情報に係る格付け 

（２） （略） （２） （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ プログラム上場を行う者は、特例第２０６条

第６項又は第７項の規定により前項第２号の

方法による公表をしたときは、速やかに、当該

公表された書類を当取引所に提出しなければ

ならない。 

６ 当取引所は、プログラム上場を行う者が特例

第２０６条第６項又は第７項の規定により前項

第２号の方法による公表をしたときは、速やか

に、当該公表された書類を当取引所のウェブサ

イトに掲載するものとする。 

７ 当取引所は、前項の規定により公表された書

類の提出を受けた場合には、当該公表された書

類を速やかに当取引所のウェブサイトに掲載

するものとする。 

（新設） 

  

（新規上場申請時の公表の方法） （新規上場申請時の公表の方法） 

第２０５条 （略） 第２０５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 新規上場申請者は、特例第２１０条第１項、

第２項又は第３項の規定により第１項第２号

の方法による公表をしたときは、速やかに、当

該公表された書類を当取引所に提出しなけれ

ばならない。 

３ 当取引所は、新規上場申請者が特例第２１０

条第１項、第２項又は第３項の規定により第１

項第２号の方法による公表をしたときは、速や

かに、当該公表された書類を当取引所のウェブ

サイトに掲載するものとする。 

４ 当取引所は、前項の規定により公表された書

類の提出を受けた場合には、当該公表された書

類を速やかに当取引所のウェブサイトに掲載

するものとする。 

（新設） 

  

（発行者情報） （発行者情報） 

第２０８条 （略） 第２０８条 （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 
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９ 上場債券の発行者は、第６項又は前項の規定

により第２０５条第１項第２号の方法による公

表をしたときは、速やかに、当該公表された書

類を当取引所に提出しなければならない。 

９ 当取引所は、上場債券の発行者が第６項又は

前項の規定により第２０５条第１項第２号の方

法による公表をしたときは、速やかに、当該公

表された書類を当取引所のウェブサイトに掲載

するものとする。 

１０ 当取引所は、前項の規定により公表された

書類の提出を受けた場合には、当該公表された

書類を速やかに当取引所のウェブサイトに掲載

するものとする。 

（新設） 

１１ 特例第２１７条第１項及び第２項に規定す

る公表の方法並びに証券情報等内閣府令第７条

第１項第１号、第９条第１号及び第１１条第１

号に規定する特定取引所規則において定める公

表の方法は、第２０５条第１項又は第２項に定

める方法とする。この場合において、上場債券

の発行者は、特例第２１７条第１項又は第２項

の規定により第２０５条第１項第２号の方法に

よる公表をしたときは、速やかに、当該公表さ

れた書類を当取引所に提出しなければならな

い。 

１０ 特例第２１７条第１項及び第２項に規定す

る公表の方法並びに証券情報等内閣府令第７条

第１項第１号、第９条第１号及び第１１条第１

号に規定する特定取引所規則において定める公

表の方法は、第２０５条第１項又は第２項に定

める方法とする。この場合において、当取引所

は、上場債券の発行者が特例第２１７条第１項

又は第２項の規定により第２０５条第１項第２

号の方法による公表をしたときは、速やかに、

当該公表された書類を当取引所のウェブサイト

に掲載するものとする。 

１２ 当取引所は、前項の規定により公表された

書類の提出を受けた場合には、当該公表された

書類を速やかに当取引所のウェブサイトに掲載

するものとする。 

（新設） 

１３ （略） １１ （略） 

  

（違約金） （違約金） 

第２１１条 当取引所は、次の各号に掲げる場合

において、当該上場債券の発行者が当取引所の

市場に対する投資者の信頼を毀損したと当取引

所が認めるときは、当該上場債券の発行者に対

して、特例第２２１条第１項第２号の規定によ

り違約金の支払いを求めることができる。この

場合には、当取引所はその旨を公表するものと

する。 

第２１１条 当取引所は、次の各号に掲げる場合

において、当該上場債券の発行者が当取引所の

市場に対する投資者の信頼を毀損したと当取引

所が認めるときは、当該上場債券の発行者に対

して、特例第２２１条第１項第２号の規定によ

り違約金の支払いを求めることができる。この

場合には、当取引所はその旨を公表するものと

する。 

（１） （略） （１） （略） 
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（２） 上場債券の発行者が特例その他の規則

に違反したと当取引所が認める場合 

（２） 上場債券の発行者が特例その他の規則

に違反したと当取引所が認める場合、 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年５月２０日から施

行する。 

 

  

別記第４号様式 別記第４号様式 

  

発行者情報 発行者情報 

  

（略） （略） 

  

１～４ （略） １～４ （略） 

  

第一部～第三部 （略） 第一部～第三部 （略） 

  

（記載上の注意） （記載上の注意） 

（略） （略） 

（１）～（３１） （略） （１）～（３１） （略） 

（３２） （３２） 
ａ （略） ａ （略） 

ｂ 当連結会計年度の開始日から発行者情報の公

表日までの間に、保有期間等に関する確約（第

３号様式において規定する保有期間等に関する

確約をいう。）を取得者等との間で締結している

株式（当該株式の発行時において、既に金融商

品取引所に発行株式が上場されている会社又は

認可金融商品取引業協会に発行株式が店頭売買

有価証券として登録されている会社にあって

は、当該株式の発行価額の総額が１億円以上の

ものに限る。）について当該取得者により移動

（譲受けを除く。）が行われた場合には、移動年

月日、移動前所有者、移動後所有者、移動内容、

ｂ 当連結会計年度の開始日から発行者情報の公

表日までの間に、保有期間等に関する確約（第

３号様式において規定する保有期間等に関する

確約をいう。）を取得者え）等との間で締結して

いる株式（当該株式の発行時において、既に金

融商品取引所に発行株式が上場されている会社

又は認可金融商品取引業協会に発行株式が店頭

売買有価証券として登録されている会社にあっ

ては、当該株式の発行価額の総額が１億円以上

のものに限る。）について当該取得者により移動

（譲受けを除く。）が行われた場合には、移動年

月日、移動前所有者、移動後所有者、移動内容、
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移動理由等について、第３号様式の「第四部 株

式公開情報」の「第２の３取得者の株式等の移

動状況」に準じて記載すること。 

移動理由等について、第３号様式の「第四部 株

式公開情報」の「第２の３取得者の株式等の移

動状況」に準じて記載すること。 

ｃ （略） ｃ （略） 

（３３）～（５７） （略） （３３）～（５７） （略） 
  

別記第８号様式 別記第８号様式 

  

特定証券情報 特定証券情報 

  

（略） （略） 

  

１～４ （略） １～４ （略） 

  

第一部【証券情報】 第一部【証券情報】 

第１【特定投資家向け取得勧誘の要項】 第１【特定投資家向け取得勧誘の要項】 

１ 【新規発行社債】（４） １ 【新規発行社債】（４） 

 

（略）  
格付に関する情報  

 

 

（略）  
取得格付  

 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第２・第３ （略） 第２・第３ （略） 

第二部～第四部 （略） 第二部～第四部 （略） 

  

（記載上の注意） （記載上の注意） 

（１） 一般的事項 （１） 一般的事項 

ａ 記載事項及び記載上の注意は、一般的標準を

示したものであり、これによりがたいやむを得

ない事情がある場合には、投資者に誤解を生じ

させない範囲内において、必要に応じて本国等

における法制度、会計基準（特定上場有価証券

に関する有価証券上場規程の特例（以下「特例」

という。）第２０９条第５項に規定するものに限

る。）、実務慣行等を勘案した上で、これに準じ

て記載（「表示」を含む。以下同じ。）すること

ができる。本記載上の注意に記載のない事項に

ａ 記載事項及び記載上の注意は、一般的標準を

示したものであり、これによりがたいやむを得

ない事情がある場合には、投資者に誤解を生じ

させない範囲内において、必要に応じて本国等

における法制度、会計基準（特定上場有価証券

に関する有価証券上場規程の特例（以下「特例」

という。）第２０９条第５項に規定するものに限

る。）、実務慣行等を勘案した上で、これに準じ

て記載（「表示」を含む。以下同じ。）すること

ができる。本記載上の注意に記載のない事項に
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ついては、第３号様式の記載上の注意（１）の

ｂからｄまで及びｇからｊまで、（２）、（３）、

（５）から（７）まで、（９）、（１０）、（１７）、

（１８）のｂ及びｃ、（１９）のｂ及びｃ、（２

０）のｂ、ｃ、ｅ及びｆ、（２５）から（２８）

まで、（６５）から（６７）まで、（７０）並び

に（７１）に準じて記載するものとする。また、

特定証券情報を英語で記載する場合には、記載

事項及び記載上の注意に準じて記載すること。 

ついては、第３号様式の記載上の注意（１）の

ｂからｄまで及びｇからｊまで、（２）、（３）、

（５）から（７）まで、（９）、（１０）、（１７）、

（１８）のｂ及びｃ、（１９）のｂ及びｃ、（２

０）のｂ、ｃ、ｅ及びｆ、（２５）から（２８）

まで、（５９）から（６７）まで、（７０）並び

に（７１）に準じて記載するものとする。また、

特定証券情報を英語で記載する場合には、記載

事項及び記載上の注意に準じて記載すること。 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

（４） 新規発行社債 （４） 新規発行社債 

ａ～ｋ （略） ａ～ｋ （略） 

ｌ 「格付に関する情報」の欄には、当該発行に

係る社債について、発行者の申込みにより格付

を付与した格付業者の名称を記載すること。な

お、複数の格付業者から格付を取得している場

合には、これらのすべてについて記載すること。

ｌ 「取得格付」の欄には、当該発行に係る社債

について、発行者が申込みにより取得する格付、

当該格付を付与した格付業者の名称、当該格付

の取得日及び当該格付の取得に際し条件等が付

されている場合においてはその内容を記載する

こと。なお、当該格付が複数存在する場合には、

これらのすべてについて記載すること。 

（５）～（７） （略） （５）～（７） （略） 

（８） 経理の状況 （新設） 

ａ 連結財務諸表等について、特例第２０９条第

５項に規定する会計基準のうちいずれかの会計

基準によって作成されたものであるかを記載す

ること。 

 

ｂ 財務諸表等規則別記に掲げる事業を営む会社

が、特別の法令又は準則の定めるところにより若

しくはこれらに準じて連結財務諸表等を作成し

ている場合には、その旨を記載すること。 

 

ｃ 連結財務諸表を作成していない場合には、そ

の旨及び作成していない理由を記載すること。 
 

ｄ 連結財務諸表等について監査証明を受けてい

る監査法人の名称を記載すること。また、最近２

連結会計年度等において監査法人の異動があっ

た場合には、その旨を記載すること。 
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ｅ 最近連結会計年度等において決算期を変更し

た場合には、その旨及び変更の内容を記載するこ

と。 

 

（９） 連結財務諸表 （新設） 

ａ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包

括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、

連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシ

ュ・フロー計算書については、最近連結会計年度

の比較情報を左側に、最近連結会計年度分を右側

に配列して記載すること。 

 

ｂ 連結財務諸表の作成に当たっては、連結財務

諸表規則に従い、適切な科目による適正な金額の

計上を行うとともに、連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項、記載すべき注記、連結附

属明細表等を会社の実態に即して適正に記載す

ること。 

 

ｃ 連結財務諸表に対する監査報告書は、連結財

務諸表に添付すること。 
 

（１０） 連結貸借対照表 （新設） 

最近連結会計年度末現在における連結貸借

対照表を掲げること。 

 

（１１） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

又は連結損益及び包括利益計算書 

（新設） 

最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結

包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算

書を掲げること。 

 

（１２） 連結株主資本等変動計算書 （新設） 

最近連結会計年度の連結株主資本等変動計算

書を掲げること。 

 

（１３） 連結キャッシュ・フロー計算書 （新設） 

最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー

計算書を掲げること。 

 

（１４） （略） （８） （略） 

（１５） （略） （９） （略） 

（１６） （略） （１０） （略） 

（１７） （略） （１１） （略） 
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